
1廃止取次本人確認における【現小売の契約番号】

■なぜ、廃止取次本人確認時に現小売の契約番号を用いることとしたか。
ー新小売からの廃止取次申込に対し、その申込が需要家本人のものであることを
申込を受けた現小売が確認できるようにするため。（基本的に需要家本人しか知り得ない情報）

現小売は、何を需要家に伝えておけば、廃止取次申込の際本人であるか確認ができるかが重要。
廃止取次時の情報サイクルで、新小売から情報を受領した時に本人確認に困らない情報を需要家に提供する。

需要家 新小売

現小売

請求書 等 ※記載される番号
・供給地点特定番号
・需要家に通知する契約番号

※本人確認情報
・現小売の契約番号
・現小売の契約名義
・需要場所の住所

ＳＷ申込

※需要家が知りうる番号は、
現小売から通知される番号のみ

廃止取次
申込

※本人確認情報
・現小売の契約番号
・現小売の契約名義
・需要場所の住所

※新小売は需要家から受領した
契約番号を用いて廃止取次申込

※本資料は廃止取次時の本人確認に焦点を当てている。
スイッチング対象の供給地点は、新小売・現小売で認識が一致している前提である。

資料４

第５０回スイッチング支援に関する実務者会議資料１_別紙２



2廃止取次本人確認における【現小売の契約番号】

Case.1 設備に紐づく番号提示の場合

Case.2 需要家に紐づく番号提示の場合

現小売が需要家に対し通知する番号が1つであれば、
設備/需要家どちらに紐づいていても本人確認は可能。
現小売の顧客管理体系にあった番号を通知すればよい。
（通知する番号が何に紐づいているかは重要ではない）

新小売 現小売廃止取次
申込

※本人確認情報
・現小売の契約番号：xxxxxxxx
・現小売の契約名義：○○○○
・需要場所の住所：○○県△△市××町

■現小売顧客ＤＢ
契約番号xxxxxxxx
－供給地点特定番号：yyyyyyyyy
－契約名義：○○○○
－需要場所：○○県△△市××町…
－契約形態：▲▲
…

契約番号から該当設備を確認し、
本人確認情報と照合する。

新小売 現小売※本人確認情報
・現小売の契約番号：xxxxxxxx
・現小売の契約名義：○○○○
・需要場所の住所：○○県△△市××町

■現小売顧客ＤＢ
契約番号xxxxxxxx
－契約名義：○○○○
－供給地点特定番号1：yyyyyyyyy
－需要場所1：○○県△△市××町
－契約形態1：▲▲

…
－供給地点特定番号2：zzzzzzzzz
－需要場所2：○○県■■市△△町
－契約形態2：▲▲

…

照合

照合

契約番号から需要家を確認し、
複数設備を持つ場合、その中から
該当する情報を照合する。

需要家

需要家 ＳＷ申込

廃止取次
申込

ＳＷ申込

供給地点特定番号：yyyyyyyyy

供給地点特定番号：yyyyyyyyy



3廃止取次本人確認における【現小売の契約番号】

Case.3 現小売が複数の番号を提示する場合

現小売から需要家に対し複数の番号を通知する場合、
現小売は、需要家に通知したどの番号で廃止取次を申し込まれても本人確認できるよう対応する。

新小売 現小売廃止取次
申込

※本人確認情報
・現小売の契約番号？1：xxxxxxxx
・現小売の契約名義：○○○○
・需要場所の住所：○○県△△市××町

■現小売顧客ＤＢ
契約番号1xxxxxxxx
－供給地点特定番号：yyyyyyyyy
－契約名義：○○○○
－需要場所：○○県△△市××町…
－契約形態：▲▲
…

契約番号2ssssssss
－契約名義：○○○○
－供給地点特定番号1：yyyyyyyyy
－需要場所1：○○県△△市××町
－契約形態1：▲▲

…
－供給地点特定番号2：zzzzzzzzz
－需要場所2：○○県■■市△△町
－契約形態2：▲▲

…
契約番号3nnnnnnnn
…

照合

現小売は、需要家に提供している
どの契約番号で申込をされても照合
できるよう対応する。

需要家 ＳＷ申込

■現小売からの請求書等に記載の番号
・供給地点特定番号：yyyyyyyyy
・契約番号？１：xxxxxxxx
・契約番号？２：ssssssss
・契約番号？３：nnnnnnnn

どの番号を伝えれば…？ どの番号でも
大丈夫

供給地点特定番号：yyyyyyyyy


